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《特定農業法人・特定農業団体 編》

１９．特定農業法人とは

「特定農業法人」とは何ですか？

「特定農業法人」とは農業経営基盤強化促進法により平成５年に創設された制度で、

担い手不足が見込まれる地域において、次のような性格を有する農業法人です（農業経

営基盤強化促進法第23条第４項）。

１．その地域の農用地面積の過半を集積する相手方として

２．農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた法人であって

３．農用地利用改善団体の構成員から農用地を引き受けるよう依頼があったときは、これに

応じる義務を負う。

【特定農業法人認定の手順】

農用地利用改善団体の結成（地域ぐるみの話し合いと合意形成）

○農用地利用改善団体の定款又は規約の作成

〔留意点〕地区の範囲：集落または大字、旧市町村等の範囲
目的：農地の有効利用、担い手への農地集積を図る
要件：農地権利者の３分の２以上の同意が必要

同意申請

特定農用地利用規定の作成 農業生産法人

同 意

○特定農用地利用規定に特定農業法人に関する事項を規定

①特定農業法人の名称及び住所

②特定農業法人に対する農用地の利用集積の目標

※区域内の農用地の過半を利用集積すること

③農用地の利用関係の改善（特定農業法人に対する農用地の利用権の

設定及び農作業の委託に関する事項）

※農業法人の同意が得られ農用地の利用引き受けが確実なこと

意見照会

市町村の認定 農業委員会・ＪＡ

意見提出

公 告 ※特定農業法人の成立

※特定農用地利用規程の成立（農用地利用改善団体の成立）

※認定手順の詳細については別添資料「特定農業法人認定の手順」参照

【特定農業法人のメリット】

① 特定農業法人は認定農業者、特定農用地利用規程は農業経営改善計画とみなされる。

（農業経営基盤強化促進法第23条第7項）

② 農業経営基盤強化備金制度（税制上の特例）が活用できる。

利益のうち一定額を準備金（損金扱い）として積立（内部留保）するもので、機械等更新時に

取崩し（益金算入）、同額を圧縮処理することで税負担が軽減される。

③ 水田経営所得安定対策、戸別所得補償制度等の対象となる。
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２０．特定農業団体とは

「特定農業団体」とは何ですか？

「特定農業団体」とは、農業経営基盤強化促進法により平成１５年に創設され

た制度で、担い手不足が見込まれる地域において農作業受託によって、農用地の

利用集積を図る相手方として位置付けられた任意組織です。（基盤強化法第23条

第４項）。 具体的な内容は次のとおりです。

ア その地域の農用地面積の３分の２以上を農作業を受託する相手方として

イ 農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた任意組織であ

って、農業生産法人になることが確実と見込まれ

ウ 農用地利用改善団体の構成員から依頼があったときはこれに応じる義務を負う。

【特定農業団体の要件】

①法人化計画を作成すること

②定款又は規約があること

③目標農業所得を定めた主たる従事者がいること

④組織として一元経理を行っていること等

【特定農業団体設立の手順】

農用地利用改善団体の結成（地域ぐるみの話し合いと合意形成）

○農用地利用改善団体の定款又は規約を作成

○集落または大字等を範囲とし、農地権利者の２／３以上の同意が必要

同意申請

特定農用地利用規定の作成 集落営農組織(任意)

同 意

○特定農業団体に関する事項を規定

①特定農業団体の名称及び住所

②特定農業団体に対する農用地の利用集積の目標

※区域内の農用地の２／３以上を農作業受託すること

③農用地の利用関係の改善（特定農業団体に対する農作業の委託に関する事項）

※集落営農組織の同意が得られ農用地の利用引き受けが確実なこと

意見照会

市町村の認定 農業委員会・ＪＡ

意見提出

公 告 ※特定農業団体の成立

※特定農用地利用規程の成立（農用地利用改善団体の成立）

【特定農業団体のメリット】

①特定農業団体を集落内に設立することで、計画的な担い手の確保が図られるとともに、

農用地の計画的な利用、遊休化防止、さらに地域農業の活性化などに役立つ。

②法人化した場合、簡素な手続き（届出）で特定農業法人になれる。

※「特定農業団体に準ずる組織」とは、農用地利用改善団体がない組織で国が認めるもの
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２１．特定農業団体の具体的な要件

「特定農業団体」の具体的な要件は何がありますか？

特定農用地利用規程の認定申請時に次の５つの要件を満たしている必要があり

ます。

ただし、２．規約の作成、及び３．一元経理以外の要件については、将来の目

標や計画であればよいことになっています。

１．農用地利用集積目標の設定

地域の農用地の３分の２以上を集積（農作業受託）する目標(５年後）を定め

ます。

※地域の範囲は原則、集落の範囲ですが、農用地の効率的かつ総合的な利用に支
障がない限り集落の一部を除外することが可能です。

２．規約の作成

下記のような事項等を定めた組織の規約を作成します。

① 代表者

② 構成員の加入及び脱退

③ 総会の議決事項・方法

④ 農用地や農業用機械等の利用及び管理等に関する事項等

３．経理の一元化

組織で一元的な経理を行っていることが必要です。具体的な方法としては

① 集落営農組織の口座を設けて、

② 農産物の販売名義を集落営農組織とし、

③ 販売収入をその口座に入金します。

４．主たる従事者の所得目標の設定

組織の運営の中心となる者（主たる従事者）が目標とする農業所得額が定めら

れており、かつ、その額が、市町村の基本構想において定められた目標農業所得

額と同等以上の水準であることが必要です。これについては、

① 主たる従事者は、候補者（名前が特定できなければ人数）で足ります。

② 農業所得の水準については、組織が将来的に目指す経営規模等で総合的に判

断することが可能です。

５．農業生産法人化計画の作成

特定農用地利用規程の認定申請日から起算して５年以内に農業生産法人となる

予定日が定められ、農業生産法人となるために実施する事項（※）及びその実施

時期が定められている必要があります。

※例えば「先進事例の調査」「法人化研修会の開催」「設立準備会の開催」「発起人会

の設立」「定款の作成」「創立総会の開催」等
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２２．特定農業団体化・法人化の手順

集落営農組織を特定農業団体化し、そして法人化する場合はどのような手順に

なりますか？

集落営農に取り組む組織である特定農業団体の設立のための手順、そして法人

化に向けたおおまかな手順は次のようになります。

なお、特定農業団体は不可欠なステップではありません。集落営農の組織化と

法人化を同時に進めることができれば、特定農業団体を設立後に改めて法人化の合意形成

をするより合理的です。

１ 集落リーダー等の意識統一と方針策定

①話し合いの体制づくり

②リーダーの選定

③リーダーのサポート体制

④支援機関との体制づくり

⑤組織化・法人化の方針検討・とりまとめ

２ 集落ぐるみの話し合いと合意形成

①現状認識と問題意識の共有

②組織化・法人化の意義の理解促進

③組織化・法人化の合意形成

④具体的な経営方針の策定

３ 集落営農の組織化〔特定農業団体の設立〕

①農用地利用改善団体の結成

②法人化計画等の検討・作成

③特定農用地利用規程の作成と申請

④市町村による特定農用地利用規程の認定

⑤特定農業団体の成立

特定農用地利用規程の成立（農用地利用改善団体の成立）

４ 法人の設立

①法人化の事前協議と合意形成、発起人の選出

②発起人による設立事務事

業計画、定款の作成、参加者の募集（設立同意）、役員の選出

③役員による設立事務

設立総会、出資引受、申請書類作成、登記申請

④法人設立、設立後の諸官庁への届け出

５ 特定農業法人の設立

農用地利用改善団体による申請と市町村の認定

※特定農業団体が法人化した場合は簡素な手続き(届出)でよい
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２３．特定農業団体に対する課税の取扱い

特定農業団体に対する課税の取り扱いはどうなるのですか？

特定農業団体に対する課税の取扱いについては、次のようになります。

１．特定農業団体に対する課税の取扱

① 任意組合の場合は、利益を構成員に分配するので構成員に課税されます

② 人格のない社団等としてみなされる場合は、特定農業団体に課税されます

※税務上人格のない社団等に該当するかどうかは、各特定農業団体の運営

実態等 に基づき個々に判断されます。

２．人格のない社団等に該当した場合の課税等

① 法人税は、収益事業へ課税されます。農協などの特定の集荷業者に農産物の

売渡しだけを行う場合には収益事業に当たらないので課税されません。

② 消費税は、原則として設立２期目までの納税義務が免除されるので、３年目

に法人化した場合に連続４事業年度の間免税事業者となることもできます。

③ 農業経営基盤強化準備金制度は、H22年度から対象外となります。

１）法人税

収益事業を営む場合に限り、法人税の納税義務があります。

人格のない社団等で 農協等の特定

ある特定農業団体 の集荷業者

構成員 構成員 構成員

ア 法人税法上の「収益事業」は、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続し

て事業場を設けて営まれるものをいう」（2条13号）と定義されており農業は含まれ

ていません。

イ 特定農業団体が、農産物をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数に販

売したり、構成員から農作業の委託を受けたりする行為は収益事業に当たり、法人

税が課税される場合があります。

ウ これまで個人で営まれていた方で、事業〔農業〕所得の金額の計算上赤字が生じた

場合には他の所得の黒字と損益通算できましたが、特定農業団体で赤字が生じたと

きは、その構成員である個人は他の所得の黒字と損益通算できません。

販 売

販売収入

構成員が特定農業団体から受け取

る労務費は給与所得、利益の配分

は雑所得となり、事業（農業）所

得とはなりません。

特定の集荷業者への販売は、収益

事業に当たらないので法人税は課

税されません
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２）消費税

消費税は、所得税や法人税のように所得に対して課税されるのではなく、事業者が

販売する商品やサービスの提供が課税の対象となります。

したがって、所得税や法人税の計算において所得がなく、納税義務が生じない場合

であっても、課税事業者であれば、消費税の納税義務があります。

１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

人格のない社団等 ２年目 法人化 ２年目 ３年目

である特定農業団体

免税事業者 免税事業者 ※資本金・出資金が１千万円未満

免税事業者 免税事業者

※資本金・出資金が１千万円以上

課税事業者 課税事業者

※基準期間の課税売上高

1,000万円超 課税事業者

1,000万円以下 免税事業者

（注意事項）

ア 人格のない社団である特定農業団体が結成されてから１年目と２年目は、その課

税期間に対する基準期間が存在しないことから、免税事業者となります。

イ 法人設立１年目と２年目については、その課税期間に対する基準期間が存在しな

いので免税業者となりますが、その事業年度の開始の日における資本又は出資の

金額が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務は免除されません。

ウ 人格のない社団である特定農業団体が、例えば、平成２０年の事業年度（３年目）

の途中で法人化した場合、平成１８年の事業年度の課税売上高が1,000万円を超え

ていれば、平成２０年の事業年度開始の日から法人化される日までの課税期間に

ついて納税義務があります。

エ 免税事業者は確定申告書を提出することができないため、設備投資が多額にあっ

た場合などで、売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が多い場合に還

付を受けることはできません。このような場合に、消費税の還付を受けるために

は、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出し課税事業者

となる必要があります。


